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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 4月 26日 (2005.4.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 接 続 さ れ る 機 器 と の 間 で デ ー タ 通 信 及
び 電 源 供 給 が 可 能 な 撮 影 装 置 に お い て 、
　 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た め の 接 続 部 と 、
　 前 記 通 信 ケ ー ブ ル の 前 記 接 続 部 へ の 接 続 を 検 出 す る 接 続 検 出 手 段 と 、
　 撮 影 に 関 す る 動 作 を 行 っ て い る こ と を 認 識 す る た め の 認 識 手 段 と 、
　 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル の 接 続 が 検 出 さ れ 、 か つ 前 記 認 識 手 段 に よ
り 、 撮 影 に 関 す る 動 作 を 行 っ て い る と 認 識 さ れ た 場 合 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル 電 源 供 給
な い よ う に 制 御 す る 電 源 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 認 識 手 段 に よ り 、 撮 影 に 関 す る 動 作 を 行 っ て い な い と 認 識 さ
れ た 場 合 に 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル 電 源 を 供 給 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記
載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 表 示 制 御 手 段 に よ り 、 表 示 手 段 に 画 像 が 表 示 さ れ て い る 際 に 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に
よ り 、 通 信 ケ ー ブ ル の 接 続 が 検 出 さ れ た 場 合 、 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 当 該 通 信 ケ ー ブ ル に
電 源 を 供 給 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 接 続 さ れ る 機 器 と の 間 で デ ー タ 通 信 及
び 電 源 供 給 が 可 能 な 撮 影 装 置 に お い て 、

当 該 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し た
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　 前 記 電 源 制 御 手 段 に よ り 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給 す る 制 御 が 行 わ れ た 場 合 に 、
表 示 手 段 に 画 像 を 表 示 さ せ る 表 示 制 御 手 段 を 更 に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の
撮 影 装 置 。
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　 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た め の 接 続 部 と 、
　 少 な く と も 撮 影 に 関 す る 動 作 を 行 う カ メ ラ モ ー ド と 、 前 記 機 器 と の デ ー タ 通 信 に 関 す る
動 作 を 行 う 通 信 モ ー ド と を 含 む モ ー ド 群 か ら モ ー ド を 選 択 し て 設 定 す る 設 定 手 段 を 備 え 、
　 前 記 設 定 手 段 に よ り 、 前 記 通 信 モ ー ド が 設 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル 電 源 を
供 給 電 源 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 設 定 手 段 に よ り 、 前 記 通 信 モ ー ド 以 外 の モ ー ド が 設 定 さ れ た
場 合 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給 こ と を 特 徴 と す る 請 求 記
載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 設 定 手 段 に よ り 、 前 記 カ メ ラ モ ー ド が 設 定 さ れ た 場 合 、 前 記
通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ ま た は ６ 記 載
の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 通 信 ケ ー ブ ル の 前 記 接 続 部 へ の 接 続 を 検 出 す る 接 続 検 出 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 設 定 手 段 に よ り 前 記 通 信 モ ー ド が 設 定 さ れ 、 前 記 接 続 検 出 手
段 に よ り 、 通 信 ケ ー ブ ル の 接 続 が 検 出 さ れ た 場 合 、 当 該 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給

こ と を 特 徴 と す る 請 求 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 接 続 検 出 手 段 は 、 ホ ス ト 機 能 ま た は ス レ ー ブ 機 能 の ど ち ら を 要 求 さ れ て い る か を 判
別 し 、
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 設 定 手 段 に よ り 通 信 モ ー ド が 設 定 さ れ 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に
よ り 、 ホ ス ト 機 能 を 要 求 さ れ て い る と 判 別 さ れ た 場 合 、 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給

こ と を 特 徴 と す る 請 求 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 設 定 手 段 に よ り 通 信 モ ー ド が 設 定 さ れ 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に
よ り 、 ス レ ー ブ 機 能 が 要 求 さ れ て い る と 判 別 さ れ た 場 合 、 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給

こ と を 特 徴 と す る 請 求 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 設 定 手 段 に よ り 通 信 モ ー ド が 設 定 さ れ た 場 合 、 ま た は 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り ホ ス
ト 機 能 が 要 求 さ れ て い る と 判 別 さ れ た 場 合 、 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る 表 示 制 御 手 段 を
さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 接 続 検 出 手 段 は 、 接 続 さ れ た 機 器 が 印 刷 装 置 で あ る か 否 か を 判 別 し 、
　 前 記 表 示 制 御 手 段 は 、 接 続 検 出 手 段 に よ り 、 接 続 さ れ た 機 器 が 印 刷 装 置 で あ る と 判 別 さ
れ た 場 合 、 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 接 続 さ れ る 機 器 と の 間 で デ ー タ 通 信 及
び 電 源 供 給 が 可 能 で あ り 、 前 記 機 器 に 対 し て ホ ス ト ま た は ス レ ー ブ と し て 機 能 す る 撮 影 装
置 に お い て 、
　 前 記 機 器 に 対 し て ホ ス ト と し て 機 能 す る 場 合 に 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た め の 第
１ の 接 続 手 段 と 、
　 前 記 周 辺 機 器 に 対 し て ス レ ー ブ と し て 機 能 す る 場 合 に 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た
め の 第 ２ の 接 続 手 段 と 、
　 前 記 第 １ ま た は 第 ２ の い ず れ か の 接 続 手 段 に 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た こ と を 検 出 す る
接 続 検 出 手 段 と 、
　 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り 、 前 記 第 １ の 接 続 手 段 に 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た こ と が 検 出
さ れ た 場 合 に 、 当 該 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給 電 源 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 撮 影 装 置 。
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【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り 、 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 接 続 手 段 へ の 通
信 ケ ー ブ ル の 接 続 が 検 出 さ れ な い 場 合 に 、 前 記 第 １ の 接 続 手 段 に 電 源 を 供 給

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り 、 前 記 第 ２ の 接 続 手 段 に 通 信 ケ ー ブ ル が
接 続 さ れ た こ と が 検 出 さ れ た 場 合 、 第 １ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ て い る 通 信 ケ ー ブ ル へ 電
源 の 供 給 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 第 １ ま た は 第 ２ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 通 信 が 行 わ れ て い る
か 否 か を 判 別 す る 通 信 判 別 手 段 を 備 え 、
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 通 信 判 別 手 段 に よ り 、 第 １ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー
ブ ル を 介 し て 通 信 が 行 わ れ て い な い と 判 別 さ れ た 場 合 、 第 １ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ て い る
通 信 ケ ー ブ ル へ 電 源 の 供 給 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は

記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 第 １ ま た は 第 ２ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 通 信 が 行 わ れ て い る
か 否 か を 判 別 す る 通 信 判 別 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ の 接 続 手 段 に 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た 際 に 、 前 記 通 信 判 別 手 段 に よ り 、 第 １
の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 通 信 が 行 わ れ て い る と 判 別 さ れ た 場 合 、 前
記 第 ２ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し た 通 信 を 開 始 通
信 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 通 信 判 別 手 段 は 、 第 １ ま た は 第 ２ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 行
わ れ る 通 信 が 終 了 し た か 否 か を さ ら に 判 別 し 、
　 前 記 通 信 制 御 手 段 は 、 前 記 通 信 手 段 に よ り 、 第 １ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル
を 介 し て 行 わ れ る 通 信 が 終 了 し た と 判 別 さ れ た 場 合 、 前 記 第 ２ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通
信 ケ ー ブ ル を 介 し た 通 信 開 始 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装
置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 第 １ ま た は 第 ２ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 通 信 が 行 わ れ て い る
か 否 か を 判 別 す る 通 信 判 別 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ の 接 続 手 段 に 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た 際 に 、 前 記 通 信 判 別 手 段 に よ り 、 第 １
の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 通 信 が 行 わ れ て い る と 判 別 さ れ た 場 合 、 前
記 第 １ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し た 通 信 を 停 止 し て 、 前 記 第 ２ の 接 続 手
段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し た 通 信 開 始 通 信 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 第 １ ま た は 第 ２ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 通 信 が 行 わ れ て い る
か 否 か を 判 別 す る 通 信 判 別 手 段 を 備 え 、
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ の 接 続 手 段 に 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た 際 に 、
前 記 通 信 判 別 手 段 に よ り 、 第 ２ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 通 信 が 行 わ
れ て い る と 判 別 さ れ た 場 合 、 前 記 第 １ の 接 続 手 段 に 接 続 さ れ た 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 前 記 機 器 に 対 し て ホ ス ト と し て 機 能 す る 場 合 の ホ ス ト モ ー ド と 、 ス レ ー ブ と し て 機 能 す
る 場 合 の ス レ ー ブ モ ー ド と 、 を 切 り 替 え て 設 定 す る モ ー ド 設 定 手 段 を さ ら に 備 え る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ ２ 】

(3) JP 2003-338980 A5 2005.9.29

す る 制 御 を 行
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　 前 記 モ ー ド 設 定 手 段 に よ り 、 ホ ス ト モ ー ド が 設 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ
り 、 前 記 第 ２ の 接 続 手 段 に 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た こ と が 検 出 さ れ た 場 合 、 警 告 を 出 力
す る 警 告 出 力 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 前 記 モ ー ド 設 定 手 段 に よ り 、 ホ ス ト モ ー ド が 設 定 さ れ た 場 合 に 、 表 示 手 段 に 表 示
さ せ る 表 示 制 御 手 段 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ １ 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 前 記 表 示 制 御 手 段 は 、 前 記 モ ー ド 設 定 手 段 に よ り 、 ホ ス ト モ ー ド か ら ス レ ー ブ モ ー ド に
切 り 替 え て 設 定 さ れ た 場 合 、 表 示 手 段 に 表 示 さ せ て い た 画 像 を 消 去 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 電 源 を 供 給 す る た め の 電 池 と 、
　 前 記 電 池 の 残 量 を 検 出 す る 電 池 残 量 検 出 手 段 と 、
　 前 記 モ ー ド 設 定 手 段 に よ り 、 ホ ス ト モ ー ド が 設 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 電 池 残 量 検 出 手 段
に よ り 検 出 さ れ た 電 池 の 残 量 が 所 定 値 以 下 で あ っ た 場 合 、 ホ ス ト と し て 機 能 さ せ な い 制 御
手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 前 記 制 御 手 段 に よ り 、 ホ ス ト と し て 機 能 さ せ な い 場 合 、 警 告 を 出 力 す る 警 告 出 力 手 段 を
さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 撮 影 に 関 す る 動 作 を 行 っ て い る こ と を 認 識 す る た め の 認 識 手 段 を 備 え 、
　 前 記 認 識 手 段 に よ り 、 撮 影 に 関 す る 動 作 を 行 っ て い る と 認 識 さ れ た 場 合 に 、 前 記 通 信 ケ
ー ブ ル 電 源 供 給 よ う に 制 御 す る 電 源 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 接 続 さ れ る 機 器 と の 間 で デ ー タ 通 信 及
び 電 源 供 給 が 可 能 な 撮 影 装 置 に お い て 、
　 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た め の 接 続 部 と 、
　 前 記 通 信 ケ ー ブ ル の 前 記 接 続 部 へ の 接 続 を 検 出 す る 接 続 検 出 手 段 と 、
　 通 信 ケ ー ブ ル へ の 電 源 の 供 給 を 制 御 す る た め の 電 源 制 御 手 段 と 、 を 備 え 、
　 前 記 接 続 検 出 手 段 は 、 ホ ス ト 機 能 ま た は ス レ ー ブ 機 能 の ど ち ら を 要 求 さ れ て い る か を 判
別 し 、 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り ホ ス ト 機 能 が 要 求 さ れ て い る と 判 別
さ れ た 場 合 、 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給 こ と を 特 徴 と す る 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り ス レ ー ブ 機 能 が 要 求 さ れ て い る と 判 別 さ
れ た 場 合 、 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
記 載 の 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
　 印 刷 指 示 を 入 力 す る た め の 入 力 手 段 を 備 え 、
　 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 表 示 手 段 に 画 像 が 表 示 さ れ 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り 通 信 ケ
ー ブ ル の 接 続 が 検 出 さ れ て い る 際 に 、 前 記 入 力 手 段 に よ り 前 記 画 像 の 印 刷 指 示 が 入 力 さ れ
た 場 合 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 供 給 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の
撮 影 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
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　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 は 、
　 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 接 続 さ れ る 機 器 と の 間 で デ ー タ 通 信 及
び 電 源 供 給 が 可 能 な 撮 影 装 置 に お い て 、
　 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た め の 接 続 部 と 、
　 前 記 通 信 ケ ー ブ ル の 前 記 接 続 部 へ の 接 続 を 検 出 す る 接 続 検 出 手 段 と 、
　 撮 影 に 関 す る 動 作 を 行 っ て い る こ と を 認 識 す る た め の 認 識 手 段 と 、
　 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル の 接 続 が 検 出 さ れ 、 か つ 前 記 認 識 手 段 に よ
り 、 撮 影 に 関 す る 動 作 を 行 っ て い る と 認 識 さ れ た 場 合 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル 電 源 供 給
な い よ う に 制 御 す る 電 源 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 は 、
　 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 接 続 さ れ る 機 器 と の 間 で デ ー タ 通 信 及
び 電 源 供 給 が 可 能 な 撮 影 装 置 に お い て 、
　 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た め の 接 続 部 と 、
　 少 な く と も 撮 影 に 関 す る 動 作 を 行 う カ メ ラ モ ー ド と 、 前 記 機 器 と の デ ー タ 通 信 に 関 す る
動 作 を 行 う 通 信 モ ー ド と を 含 む モ ー ド 群 か ら モ ー ド を 選 択 し て 設 定 す る 設 定 手 段 を 備 え 、
　 前 記 設 定 手 段 に よ り 、 前 記 通 信 モ ー ド が 設 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル 電 源 を
供 給 電 源 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 は 、
　 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 接 続 さ れ る 機 器 と の 間 で デ ー タ 通 信 及
び 電 源 供 給 が 可 能 で あ り 、 前 記 機 器 に 対 し て ホ ス ト ま た は ス レ ー ブ と し て 機 能 す る 撮 影 装
置 に お い て 、
　 前 記 機 器 に 対 し て ホ ス ト と し て 機 能 す る 場 合 に 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た め の 第
１ の 接 続 手 段 と 、
　 前 記 周 辺 機 器 に 対 し て ス レ ー ブ と し て 機 能 す る 場 合 に 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た
め の 第 ２ の 接 続 手 段 と 、
　 前 記 第 １ ま た は 第 ２ の い ず れ か の 接 続 手 段 に 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た こ と を 検 出 す る
接 続 検 出 手 段 と 、
　 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り 、 前 記 第 １ の 接 続 手 段 に 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た こ と が 検 出
さ れ た 場 合 に 、 当 該 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給 電 源 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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【 ０ ０ １ ０ 】

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

(6) JP 2003-338980 A5 2005.9.29

　 請 求 項 ２ ８ 記 載 の 発 明 は 、
　 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 接 続 さ れ る 機 器 と の 間 で 当 該 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し た デ ー タ 通 信 及
び 電 源 供 給 が 可 能 な 撮 影 装 置 に お い て 、
　 通 信 ケ ー ブ ル を 接 続 す る た め の 接 続 部 と 、
　 前 記 通 信 ケ ー ブ ル の 前 記 接 続 部 へ の 接 続 を 検 出 す る 接 続 検 出 手 段 と 、
　 通 信 ケ ー ブ ル へ の 電 源 の 供 給 を 制 御 す る た め の 電 源 制 御 手 段 と 、 を 備 え 、
　 前 記 接 続 検 出 手 段 は 、 ホ ス ト 機 能 ま た は ス レ ー ブ 機 能 の ど ち ら を 要 求 さ れ て い る か を 判
別 し 、 前 記 電 源 制 御 手 段 は 、 前 記 接 続 検 出 手 段 に よ り ホ ス ト 機 能 が 要 求 さ れ て い る と 判 別
さ れ た 場 合 、 通 信 ケ ー ブ ル に 電 源 を 供 給 す る 制 御 を 行 う こ と を 特 徴 と し て い る 。
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